
公益財団法人 全日本空手道連盟 

資格審査規程 
 

この規程は中央技術委員会規程、第２章第４条に基づき制定する。 

 

(構成) 

第１条  個人有資格者の中より選任された資格審査員１級、２級、３級全員で

構成される。 

 

(所管) 

第２条  連盟より委嘱を受けた資格審査員はそれぞれの資格審査会の審査員

として当該公認資格の審査を行う。 

 

(任命) 

第３条  資格審査員の任命は、次の各号による。 

(１) １級資格審査員 

１級資格審査員は公認８段を取得し満６０歳以上で保有資格を満た

している者の中より常任理事会で審査し、会長が任命する。 

(２) ２級資格審査員 

２級資格審査員は公認７段を取得し満５０歳以上で保有資格を満た

している者の中より常任理事会で審査し、会長が任命する。 

(３) ３級資格審査員 

３級資格審査員は公認５段を取得し満４０歳以上で保有資格を満た

している者の中より都道府県連盟又は競技団体の会長が推薦し、常任理

事会で審査し会長が任命する。 

 

(審査員の任期) 

第４条  資格審査員の任期は、当連盟の役員改選の年度当初から２年とする。 

２．任期途中に新たに任命された資格審査員の任期は、任命の日から前項の任期

の残存期間とする。 

 

(定年) 

第５条 資格審査員の定年は、以下の通りとする。 

（１）１級資格審査員：任期の開始の日に満７５歳未満の者 

（２）２・３級資格審査員：任期の開始の日に満７１歳未満の者  



 

 

(審査員の任命) 

第６条  各資格審査会の資格審査員の数は５名から７名とする。 

２．各資格審査会に審査長１名を置く。 

３．各資格審査会の審査長及び資格審査員の委嘱は、常任理事会で選出し、専務

理事が任命する。 

 

(審査範囲) 

第７条  資格審査員の保有資格及び審査範囲は別表のとおりとする。 

 

(審査科目) 

第８条  原則として各資格審査会の科目は実技、筆記の２科目とする。 

 

(判定会議) 

第９条  判定会議は原則として資格審査会終了後技術の合否を決定しなけれ

ばならない。 

２．審査長は判定会議終了後技術資格の合格者名簿を中央技術委員会、常任理事

会に提出しなければならない。 

 

（資格審議員） 

第１０条 資格審査に係る事業の有効かつ円滑な運営を図るため、資格審議員

を置くことができる。 

２．資格審議員は、年齢７４歳以上で人格識見共に優れ、次の各号のいずれにも

該当する者のうちから特別選考委員会で審議し（ただし当該者を除く）、理事

会の議を経て、会長が委嘱する。 

（１）永年にわたり１級資格審査員を務め本連盟の公認資格の審査員及び

資格に係る講習会等の講師として多大な功績があると認められる者 

（２）本連盟及び加盟団体又は競技団体若しくは協力団体において多大な

功績があると認められる者。 

３．公認資格審査を円滑に実施するため、資格審議員に下記の業務を委嘱するこ

とができる。 

（１）公認資格審査会における立会人又は監査人 

（２）資格更新等に係る講習会などの講師 

（３）その他本連盟が必要と認める公認資格に関する専門的、技術的業務 

４．公認資格審査会を適正に実施するのに当たって、１級資格審査員が不足する



場合、第１条、第２条及び第３条によらず、会長は資格審議員に当該資格審査

会の審査員を委嘱することができる。 

５．特別選考委員会は、公認段位規程第７条、第８条及び第９条を準用する。 

６．資格審議員の任期は４年間とする。再任は妨げない。 

 

(立会人及び監査人) 

第１１条 中央に於ける資格審査会に立会人２名以内を置く。なお必要に応じ

て監査人を置くことができる。 

２．立会人は理事会より推薦された者とする。 

３．立会人は実技審査終了後の判定会議において、審査長より意見を求められた

とき意見を述べることができる。 

４．監査人は、審査規定に即して適正に審査会が実施できるよう監督するととも

に、必要な意見を述べることができる。また審査会終了後は速やかに監査報告

書を専務理事に提出しなければならない。  

 

(規程の改正) 

第１２条 この規程は理事会の議決により変更することができる。 

 

 

附  則 

１．この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

２．この規程は、平成２４年６月２日から施行する。 

３．この規程は、平成２４年１２月７日から施行する。 

４．この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

５．この規程は、平成２６年５月２８日から施行する。 

６．この規程は、平成２８年５月１４日から施行する。 

７．この規程は、平成３０年５月１９日から施行する。 

８．この規程は、令和元年５月１８日から施行する。 

９．この規程は、令和元年１２月６日から施行する。 

10. この規程は、令和３年６月１９日から施行する。 

11．この規程は、令和３年９月１６日から施行する。 

12．この規程は、令和４年５月１４日から施行する。 

13．この規程は、令和５年５月２７日から施行する。 

14．この規程は、令和６年４月１日から施行する。 



別表（第７条関係 保有資格及び審査範囲） 

 

区

分 

保   有   資   格 

審  査  範  囲 指導者資格・称号 

一

級

資

格

審

査

員 

保有資格 
公認８段 

以 上 
全国審判員(組手、形 A級) 

公益財団法人日本スポーツ協会

公認空手道コーチ４      

範士 

審査範囲 
初段から 

８段まで 

全国審判員(組手、形) 

地区審判員(組手、形) 

都道府県審判員(組手、形) 

 

二

級

資

格

審

査

員 

保有資格 
公認７段 

以 上 
全国審判員(組手、形 A級) 

公益財団法人日本スポーツ協会

公認空手道コーチ３ 

教士 

審査範囲 
初段から 

５段まで 

全国審判員(組手、形) 

地区審判員(組手、形) 

都道府県審判員(組手、形) 

 

三

級

資

格

審

査

員 

保有資格 
公認５段 

以 上 

地区審判員(組手・形 A級)以

上 

公益財団法人日本スポーツ協会

公認空手道コーチ３以上 

錬士 

審査範囲 
初段から 

３段まで 
都道府県審判員(組手、形)  

(注 1）当該資格審査員に必要な形審判員 A級については、1・２級資格審査員にあっては令

和５年４月１日から、３級資格審査員にあっては令和７年４月１日から適用する。 

(注 2) 各種永年マスター審判員資格、各種マスター審判員資格保持者はこの別表の資格か

ら除外する。 


